
特色ある区づくり予算について 

○ 基本的な枠組み 

区役所企画事業 区自治協議会提案事業 

内容 

・ 区独自の課題解決に向けた取組 

・ 区の伝統文化など区が持つ魅力や特性

を活かした取組 

・ 区の自然・風土を活かした取組 

・ 区民との協働による取組 

・ 区民との協働を目指した取組 

・ 区自治協議会が提案する，地域課題の

解決に必要となる新たな事業や既存の取

組みとの連携を図る事業 

※予算編成段階までには，事業の方向性や

概算費用を決めることとし，詳細な内訳

は執行段階までに決めることも可とす

る。 

件数 
・ 件数制限なし 

・ 区内を対象としたソフト事業 
同左 

限度額 

下記参照※ 

※各区に配分する予算額は，令和元年度と同規模を予定していますが，財政状況により予算

編成過程で変更となることもあります。

期間 
原則３年以内 

（ただし，事業評価を実施したうえで延長可）

原則１年 

（ただし，事業評価を実施したうえで延長可）

自治協

議会の

関与 

意見反映型 提案型 

区役所が事業を企画立案するにあたり

地域意見を反映させる 

・ 自治協は，事業の企画段階（提案書の

作成），実施段階（多様な実施主体のコー

ディネート等），評価段階（実施事業の点

検），改善段階（提案の見直し）の各過程

において、区役所関係課と密接に連携し

ながら主体的に取り組むこととする。 

・ 自治協は，実行委員会方式など地域活

動団体（地域コミュニティ協議会，社会

福祉協議会，NPO等）と連携した事業

の実施について積極的に検討を行い，効

果的な協働の推進を図ることとする。 

※限度額                                      （百万円） 

北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区 

２９ ３１ ３３ ２９ ２９ ２８ ３２ ２９ 
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（協　力）

予算編成案　市長説明
【市長説明】
１月中旬

上限額内で必要額を計上

（必要に応じ修正）

【予算化】

【原案作成】

原案の確定
原案の確定

※事業の方向性、概算
費用の決定でも可

    （必要に応じ修正）

本庁所管部

（区役所と密接に連携）

【原案確定】
１２月上旬

区役所企画事業

区役所による
企画立案

区自治協議会が
主体となって企画

地域活動団体
から事業を募集

区自治協議会
提案事業

区役所が
主体となり実施

区自治協議会が
主体となり実施

【事業の実施、
評価等】

地域意見を反映

別紙２

区役所と密接に連携



区役所企画事業

事業検討委員会 部会

７月中旬

７月下旬

８月上旬

８月中旬

８月下旬

９月上旬

９月中旬

９月下旬

１０月上旬

１０月中旬

１０月下旬

１１月上旬

１１月中旬

１１月下旬

１２月上旬

１２月中旬

１２月下旬

特色ある区づくり予算　事業案策定スケジュール
自治協提案事業

自治協議会本会議

⇒修正意見などを参考に

企画案をかためる

⇒関係所属へ依頼

・委員アイデアの検討

・事業調書の作成

第４回自治協議会

※事業提案意見募集

第４回自治協議会

※事業提案依頼（各委員へ）

・①従来どおり，②協働実施，

③募集事業の区分について

・部会横断的な実施も視野

意見募集締切

※総務課とりまとめ

第５回自治協議会

※委員提案報告

区長ヒアリング

第７回自治協議会

※企画事業の中間報告

第８回自治協議会

※企画事業意見聴取

（事務局案を審議・承認）

予算要求作業

意見募集締切

※地域課とりまとめ

委員会開催

※提案事業の部会割振り

※部会横断事業の整理

部会開催

※次年度提案事業協議

必要に応じて

委員会開催

※検討した提案事業整理

※予算割振り・調整

部会開催

※次年度提案事業協議

第９回自治協議会

※提案事業の決定報告

（各部会長より）

予算要求作業

第５回自治協議会

※委員提案報告

第６回自治協議会

※委員提案報告（振分け後）

必要に応じて

委員会開催

※検討した提案事業整理

※予算割振り・調整

部会開催

※次年度提案事業協議

委員会開催

※検討した提案事業整理

※予算割振り・調整

























令和 ２年度「特色ある区づくり予算」の事業アイデアについて

令和 ２年度「特色ある区づくり予算」の事業案作成にあたり，委員の皆様よりアイデアを

お寄せください。 

提出期限：令和元年８月１９日（月） 

提出方法：ＦＡＸ（２２－０２２８），メール（chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp） 

持参，郵便などで事務局（秋葉区地域総務課）までお送りください。 

任意の様式でも構いません。 

本提出様式の電子データが必要な場合は，ご連絡いただければお送りいたします。 

委員氏名 ご連絡先 

事業区分 

（該当する事業に○をつけてください。なお，自治協提案事業の場合は，

部会事業か横断的かもお知らせください） 

・区役所企画事業 

・自治協議会提案事業（    部会 ・ 横断的）

事業名 （仮称） 

目的・趣旨 

（期待される効果など） 

事業概要・内容 

（いつ，どこで，誰が，何を，どうするなど具体的に） 

概算事業費 
（算定困難な場合は省略可） 

その他参考事項 

ＦＡＸ：２２－０２２８   メールアドレス：chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp 

資料 ２－２ 


